
   ○松本市多面的機能支払交付金事務委託支援補助金交付要綱 

令和７年３月２１日 

告示第１４３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱（平成２６年４月１日付け２５農振第２２５４号

農林水産省事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）第５に規定する広域活動組織又は活動組織

（以下これらを「活動組織」という。）の体制強化を推進し、活動の継続及び充実を図るため、多面的

機能支払交付金に係る事務の委託に要する経費に対し、予算の範囲内で松本市多面的機能支払交付金

事務委託支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、松本市補助金交付規則（昭

和３７年規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、活動組織のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

⑴ 実施要綱別紙１の第４の１に規定する活動を実施していること。 

⑵ 実施要綱別紙２の第４の１に規定する活動を実施していること。 

⑶ 実施要綱別紙２の第４の２に規定する活動を実施していること。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

多面的機能支払交付金に係る

事務の委託に要する経費 

補助対象経費の１０分の６以内 ６０万円 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

（交付申請） 

第４条 規則第３条に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

⑴ 経費の配分及び事業計画の概要（別記様式） 

⑵ 見積書 

⑶ 委託内容が分かる書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第５条 規則第１２条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

⑴ 経費の配分及び事業計画の概要（別記様式） 

⑵ 収支決算書 

⑶ 契約書の写し 

⑷ 活動記録関係資料、総会資料、実施区域位置図等 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式（第４条、第５条関係）

市補助金 その他

経 費 の 配 分 及 び 事 業 計 画 の 概 要

財源内訳 事業完了予定年月日
（事業完了年月日）

事業費
委託予定期間
（委託期間）

費目 事業量

別記様式（第４条、第５条関係） 
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